
９ 広報　ひがしちちぶ

　梅雨の時期とはいえ晴れた日には真夏を思わせます。そんな時、蛇口から出る水を口にし、

暑さをしのぐこともあると思います。

　皆さんの家の蛇口から出てくる水道水は、川や井戸などの水が浄水場できれいにされ、水道

管を通って各家庭へと届けられています。水道の水は炊事・洗濯・お風呂等私たちの生活に欠

かせない大切なものです。

　途絶えることなく安全でおいしい水道水を供給するため、施設維持管理に日夜努力してまい

ります。時には断水することもありますが、緊急時や施設を管理するうえで必要なことですので、

ご理解ください。

　６月１日から１週間は水道週間です。たくさんあるように思える水ですが、私たちが飲める

水はほんのわずかです。また、雨が少なく渇水となった場合はなおさらです。皆さんも限りあ

る水のことについて考えてみませんか。

⃝問 合 せ　建設課　☎８２－１２２２

　令和６年度税制改正において、令和６年分の所得税および令和６年度分の個人住民税におい

て定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

⃝対 象 者　前年の合計所得金額が１，８０５万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

⃝減 税 額　本人、配偶者を含む扶養親族 1人につき、１万円

（注釈）

１.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

２.同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年１２月３１日の状況によります。

３.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和 7年度分の個人住民税に

 　おいて 1万円の定額減税が行われます。

⃝減税方法
１.特別徴収（給与天引き）の方

　令和 6年度の徴収開始月である 6月分は徴収せず、定額減税後の税額を 7月から翌年 5月ま

　での１１分割で給与天引きします。

（注釈）

　定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額１，８０５万円を超える場合

　は、これまでどおり 6月からの徴収になります。

２.普通徴収（納付書や口座振替等）の方

　第 1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。

　また、第 1期分で控除しきれない場合は、第 2期分以降の納付額から順次控除します。

３.年金特別徴収（年金天引き）の方

　１０月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。

　また、１０月分から控除しきれない場合は、１２月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

⃝問 合 せ　税務会計課　☎８２－１２２４

くらしの情報
個人住民税の定額減税について
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